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随意契約理由書

１．件 名 延岡河川国道事務所山口・三軒屋トンネル電気室で使用する

電気

２．納入場所 大分県佐伯市大字青山字木浦内６７５－１６

３．契約の相手方 名 称 九州電力（株）佐伯営業所

住 所 大分県佐伯市駅前二丁目６番５３号

電 話 ０１２０－９８６－５０６

４．随意契約適用法令 会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令

第１０２条の４第３号

５．当該購入の目的・内容及び随意契約に付する理由

（１）当該購入の目的

山口・三軒屋トンネル等は自動車等の利用者に供用している施設であり、

電気はトンネルとしての機能に必要不可欠なものである。本購入は、山口・

三軒屋トンネル等に安定的な電気供給をおこない、トンネルとしての機能を

年間を通じて確保するものである。

（２）当該購入の内容

本購入は、山口・三軒屋トンネル電気室に引き込んだ込線取付点に交流３

相３線式、供給電圧（標準電圧）６，６００ボルト、計量電圧（標準電圧）

６，６００ボルト、周波数６０ヘルツの電気を供給するものである。

（３）随意契約に付する理由

平成２８年度の電気の供給契約について、一般競争契約（ＷＴＯ対象以外）

の手続きをおこなったところ、すべての入札参加者が辞退したため、５月１

日からの電気供給予定者が決定していない状況である。

再度、入札公告期間の短縮等により、手続きを行った場合、契約締結後の

電力供給手続き準備期間（通常１ヶ月程度）を考慮すると、山口・三軒屋ト

ンネル電気室への５月１日からの電力供給開始は期間的に困難である。

九州電力（株）佐伯営業所は山口・三軒屋トンネルの所在する佐伯市で電

気事業法に基づく唯一の「一般電気事業者」である。

「一般電気事業者」は電気事業法第１８条第２項において、供給区域にお

ける電気需要者への電気の供給義務が定められており、上記事業者は５月１

日から山口・三軒屋トンネル電気室へ安定的に電気を供給することができる

唯一の事業者である。

以上のことから、本購入を円滑かつ的確に遂行するためには、九州電力

（株）佐伯営業所が唯一の契約相手と判断するものであることから、会計法

第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき

九州電力（株）佐伯営業所と随意契約を締結するものである。

（随意契約理由作成者）

総務課長
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